
箕
面
市
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
四
号

箕
面
市
子
育
て
支
援
求
職
者
登
録
・
情
報
提
供
事
業
実
施
要
綱

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
市
内
の
保
育
所
、
幼
稚
園
及
び
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
保

育
所
等
」
と
い
う
。
）
で
の
就
労
を
希
望
す
る
者
を
支
援
し
、
保
育
の
担
い
手
の
確

保
を
図
る
た
め
市
が
実
施
す
る
箕
面
市
子
育
て
支
援
求
職
者
登
録
・
情
報
提
供
事
業

（
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
対
象
者
）

第
二
条

子
育
て
支
援
求
職
者
の
登
録
（
以
下
「
求
職
者
登
録
」
と
い
う
。
）
の
対
象

と
な
る
者
は
、
保
育
士
、
保
育
教
諭
、
幼
稚
園
教
諭
、
看
護
師
、
調
理
員
、
子
育
て

支
援
員
研
修
を
修
了
し
た
者
又
は
保
育
補
助
者
等
と
し
て
保
育
所
等
に
お
い
て
就
労

を
希
望
す
る
者
と
す
る
。

（
登
録
の
申
込
み
等
）

第
三
条

求
職
者
登
録
を
希
望
す
る
者
（
以
下
「
登
録
希
望
者
」
と
い
う
。
）
は
、
箕

面
市
子
育
て
支
援
求
職
者
登
録
申
込
書
（
様
式
第
一
号
。
以
下
「
登
録
申
込
書
」
と

い
う
。
）
を
箕
面
市
教
育
委
員
会
教
育
長
（
以
下
「
教
育
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

２

登
録
希
望
者
は
、
登
録
申
込
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
登
録
申
込
書
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
教
育
長
が
指
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
登
録
申
込
フ
ォ
ー
ム
を
送

信
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録

希
望
者
は
、
当
該
登
録
申
込
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

教
育
長
は
、
登
録
申
込
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
登
録
申
込
書
を
提
出
し
た

者
（
以
下
「
登
録
者
」
と
い
う
。
）
を
箕
面
市
子
育
て
支
援
求
職
者
登
録
名
簿
（
様



式
第
二
号
。
以
下
「
登
録
名
簿
」
と
い
う
。
）
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

４

教
育
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
登
録
名
簿
に
よ
り
、
箕
面
市
子
育
て
支
援
求
職
者

登
録
一
覧
（
様
式
第
三
号
。
以
下
「
登
録
一
覧
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と

す
る
。

５

登
録
一
覧
は
、
保
育
所
等
の
長
又
は
保
育
所
等
の
長
が
委
任
し
た
者
に
限
り
、
閲

覧
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
期
間
）

第
四
条

求
職
者
登
録
の
期
間
は
、
登
録
を
完
了
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

（
登
録
の
変
更
及
び
取
消
し
）

第
五
条

登
録
者
は
、
登
録
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
、
又
は
登
録
を
取
り
消
そ
う

と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
箕
面
市
子
育
て
支
援
求
職
者
登
録
内
容
変
更
・
取
消
届

（
様
式
第
四
号
。
以
下
「
変
更
・
取
消
届
」
と
い
う
。
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
登
録
者
が
変
更
・
取
消
届
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
登
録
の
削
除
）

第
六
条

教
育
長
は
、
登
録
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録

名
簿
及
び
登
録
一
覧
か
ら
登
録
者
の
情
報
を
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
者
か
ら
変
更
・
取
消
届
の
提
出
が
あ
り
、
取
消
し
を
希
望
し
て
い
る
と
き
。

二

保
育
所
等
へ
の
採
用
が
決
定
し
た
と
き
。

三

長
期
間
に
わ
た
り
理
由
な
く
連
絡
が
取
れ
な
い
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
長
が
登
録
者
と
し
て
不
適
格
と
認
め
た

と
き
。

（
登
録
情
報
の
提
供
）



第
七
条

登
録
者
の
情
報
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
育
所
等
の
長
は
、
箕
面
市
子

育
て
支
援
求
職
者
情
報
提
供
申
込
書
兼
誓
約
書
（
様
式
第
五
号
。
以
下
「
情
報
提
供

申
込
書
」
と
い
う
。
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

教
育
長
は
、
保
育
所
等
の
長
か
ら
情
報
提
供
申
込
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

登
録
申
込
書
の
写
し
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
留
意
事
項
）

第
八
条

登
録
希
望
者
及
び
保
育
所
等
の
長
は
、
当
該
事
業
が
職
業
安
定
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
を
行
う
も
の

で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

２

保
育
所
等
の
長
は
、
そ
の
責
任
に
お
い
て
面
接
等
を
行
い
、
採
用
の
際
に
は
児
童

福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三

号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令
等
に
基
づ
く
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

勤
務
条
件
等
は
、
登
録
者
と
保
育
所
等
と
の
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
教
育
長

は
そ
の
責
任
を
負
わ
な
い
。

４

保
育
所
等
の
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
登
録
申
込
書
の
写

し
を
適
切
に
管
理
し
、
利
用
を
終
了
し
た
際
に
は
そ
の
都
度
適
切
に
廃
棄
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
情
報
の
保
護
）

第
九
条

事
業
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
申
込
書
の
写
し
の
提
供
を
受
け
た
保
育
所
等

の
長
は
、
提
供
さ
れ
た
個
人
情
報
を
他
人
に
漏
ら
し
、
又
は
本
要
綱
に
定
め
る
目
的

以
外
の
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
十
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、



教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


